
「えるぼし」の認定取得について

西武信用金庫（理事長　髙橋 一朗）は女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣認定「えるぼし」を

受けましたので、お知らせいたします。

2026年3月30日　

以上

１．「えるぼし」認定について

認定日　　　2026年2月26日

主な取組み　一般事業主行動計画についてはこちら（女性の職業生活における活躍の推進に関する

　　　　　　　　法律に基づく一般事業主行動計画）をご覧ください。

認定基準に係る実績等についてはこちら（女性の活躍推進企業データベース）にて公表しています。

　

記

 
 

https://www.shinkin.co.jp/seibu/about/outline/important/josei_katuyaku.html
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/search_res

